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Abstract 
 

Several huge earthquakes strike the land of Japan in these years and we have experienced 
difficulties operating transportations under the Great Hanshin-Awaji earthquakes in 1997 due to 
the turmoil of the logistics system. Considering these backgrounds, the support system for 
transportation under disaster circumstances is strongly required. 

This report introduces the supporting system for transport operation under disaster 
circumstances. Firstly, results of investigation by bibliographic survey and hearing with 
authorities, on the institution and instance of transport operation, computer support system 
regarding to disaster prevention are reported. Secondly, the summary of the investigation leads to 
the feature and specification those the developing system should have. Although the system is 
under the process of development, conceptual design is described finally. The system comprised of 
several sub-systems following: simulator for relief goods transportation, analytical tool for 
estimating number of commuter passenger refugee for each Origin-Destination pair, and real time 
positioning system with GPS (Global Positioning System) for vehicles. All these sub systems are 
integrated and assembled on a GIS (Geographic Information System). 
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1．まえがき 

 
近年、新潟県中越地震、福岡西方沖地震など、震

度６クラスの大規模地震、多数の台風上陸等による

災害が多発している。新潟県中越地震においては、

上越新幹線、鉄道在来線、高速道路等の一部不通に

よる代替バス、鉄道代替ルートでの運行が実施され

たが、輸送力の限界、代替ルートの制約等が問題と

なり、広域的な代替輸送ルートが必要になった。ま

た、地方自治体が行う緊急支援物資の被災地への配

送においても、輸送・受入体制が不十分であったた

め、適切な保管、輸送がなされず、混乱を招いた。 
このような問題点に鑑み、被災状況等を想定した

輸送シミュレーションにより、必要な輸送量、輸送

ルート等を推計し、計画的な輸送力増強や必要な防

災訓練等を関係機関で連携して実施するとともに、

大規模災害発生時には、関係者が被災・復旧状況に

応じた迅速かつ適切な輸送計画を策定・実施できる

よう支援するシステムの開発を行うことが必要であ

る。本システム開発においては、物資輸送を対象と

し、災害の規模については、阪神・淡路大震災、新

潟県中越地震等の大規模災害を念頭において、広域

的な輸送を想定することとする。 
図１に本開発の流れ図を示す。図のように、本事

業は平成 18～20 年度の 3 年に亘る計画であり、

国土交通省からの委託を受け実施している。初年

度は、制度、施策、防災計画、輸送ルート、備蓄

倉庫、輸送拠点、支援物資、需要など、システム

開発に必要となる基礎データの収集、解析を行う

とともに、輸送解析の核となる配車、配船アルゴ

リズムについて、調査および試行的な開発を行っ

た。これにより得られた知見はシステム開発の基

礎となり、システムを地理情報システム (GIS: 
Geographic Information System)上に構築し、目

的に応じて複数のサブシステムで構成することと

した。現在は、この情報をもとにして、各サブシ

ステムの開発を進めている段階である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 開発の流れ 
 

本報告では、初年度に行った調査結果およびそ

の結果を踏まえて結論に至った開発すべきシステ

ムの機能、仕様について、以下の構成で紹介する。 
２章では現状調査の結果を災害時輸送の観点か

らまとめ、得られた知見から開発すべきシステム

の目的、機能について報告する。３章では２章の

結論を受け、各サブシステムの概念設計を行い、

必要となるデータと関連付けて記述する。最後に

４章でまとめと今後の課題について触れる。 
 
 

2．現状調査 
 

本システム開発を進める上で、システムの位置

づけ（対象ユーザー、利用方法、出力項目）や必

要な入力データなどを明確にするため、防災体制

や制度について情報を収集し、災害時輸送と関連

する項目を整理した。また、コンピューターを用

いた既存の防災、災害情報システムについて調査

し、輸送支援への応用に注目して、ヒアリングや

文献調査を実施した。以下にはその結果をまとめ

る。 

関東地方の広域輸送
シミュレーション解析

ツールの検証実験

102
102

（478）

平成18年度

（実態調査）

平成19年度

（システム開発）

平成20年度

（検証、解析）

災害時輸送の調査
・制度、体制、組織
・GIS、データベース

・アルゴリズム

災害時輸送対応型GIS
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2．1 防災に関する制度 

2．1．1 国 
防災計画として、昭和 36 年に制定された災

害対策基本法において、表 2-1 のように作成す

ることが義務付けられている。防災基本計画は、

わが国の防災における最上位計画であり、災害

の種類別に自然災害（４種類）・事故災害（９

種類）のように構成され、さらに災害の段階別

に災害予防・事前対策、災害応急対応、災害復

旧・復興対策が記述されている。中央防災会議

は、防災活動の組織化、計画化を図る総合調整

機関である。指定行政機関は中央省庁、指定公

共機関は公共的機関や公益的事業を営む法人

で、ともに内閣総理大臣が指定する。  
首都直下地震対策としては広域的連携が必

要となるため、表 2-2 のように国家・広域での

計画が策定されている。ともに具体的な対策を

記述しており、各主体の責務を明確化している。

これらの計画に基づいて各災害対策本部にお

ける階層的な意思決定が行われるため、各機関

の情報共有が重要であるといえる。  
首都直下地震対策大綱は中央防災会議によ

って平成 17 年 9 月に策定された地震対策のマ

スタープランである。避難者、帰宅困難者への

対応について、調達や輸送に関する対策が必要

であることが明記されている。また、表 2-3 の

ような基幹的広域的防災拠点が新たに整備さ

れることが明記されており、特に東扇島地区は

物資輸送などに関係する施設が整備されるこ

とになっている。  
表 2-1 災 害 対 策 基 本 法 に基 づく防 災 計 画  

計画名  策定・実施機関  

防災基本計画  中央防災会議  

防災業務計画  指定行政機関（中央省庁）  
指定公共機関  

地域防災計画  都道府県防災会議  
市町村防災会議  

 
表 2-2 首 都 直 下 地 震 対 策 に対 する防 災 計 画  

レベル  計画名  策定・実施機関  

国  
首都直下地震大綱 (平成 17 年 )  
首都直下地震応急対策活動要

領（平成 18 年）  
中央防災会議  

地方  八都県市広域防災プラン  八都県市広域防災・危

機管理対策会議  

 
表 2-3 基 幹 的 広 域 防 災 拠 点 の整 備  

地区  計画名  

有明の丘  
地区  

・国・地方公共団体等の合同現地対策本部を設置

・広域支援部隊のコア部隊 ﾍﾞｰｽｷｬﾝﾌﾟ  
・災害時医療の支援基地  

東扇島  
地区  

・海外からの物資を始め、物流に関する ｺﾝﾄﾛｰﾙ  
・海上輸送、河川輸送、陸上輸送への中継基地  
・広域支援部隊等の一時集結地・ ﾍﾞｰｽｷｬﾝﾌﾟ  

 
「首都直下地震応急対策活動要領」では災

害 発 生 時 の 応 急 段 階 に お け る 具 体 策 と し て

策定され、各機関が行うべき応急対策活動を

定めている。応急対策活動としては、交通の

確保対策の流れは図 2-1、緊急輸送活動の流

れは図 2-2、物資の調達、供給活動の流れは

図 2-3 のようになっている。  
 
 
 
 
 

図 2-1 交 通 の確 保 対 策 の流 れ 

 
 
 
 
 
 
 

図 2-2 緊 急 輸 送 活 動 の流 れ 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-3 物 資 調 達 、供 給 活 動 の流 れ  
 

また、災害発生からの時間の中で、優先さ

れる輸送対象が変化することが表 2-4 のよう

にまとめられている。なお、本開発で行う輸

送対象は、第二段階から第三段階に行われる

べき輸送活動である。  
表 2-4 発 災 からの輸 送 対 象  

第１段階  
被災直後～２日

第２段階  
３日～１週間  

第３段階  
１週間目以降  

・救助・医療活動に関する人員及び物資  
・消防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資  
・緊急輸送に必要な道路輸送施設、輸送拠点の応急復旧  
・交通規制に関する人員、物資  

 

・  食料、水等生命維持に必要な物資  
・  傷病者及び被災者の被災地外への輸送

・  輸 送 施 設 の 応 急 復 旧 等 に 必 要 な 人 員 及

び物資  

 災 害 復 旧 に 必 要 な 人

員、生活必需品  

 
2．1．2 地方公共団体 
災害対策基本法において、都道府県及び市
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（479）

•• 〔輸送施設関係省庁に対する依頼等〕

被害想定に基づき
あらかじめ定めてある
人員、物資の輸送

？輸送計画の作成

事

緊急輸送計画
・緊急輸送する人員、傷病者の
数又は物資の品目及び数塁
・輸送の出発地及び目的地
•利用する諭送手段

［緊急輸送関係省庁に対する依頼等］

想定される広域謂達物資
・食糧精米、即席めん、おにぎり、弁当、
パン、缶詰、調製粉乳
•生活必需品：下着、毛布、作業沿、タオ
ル、発電器、卓上コンロ、ポンベ等

• 

[
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町村は「地域防災計画」を策定することを義務

付けている。本節では、首都直下地震で被害が

予想される八都県市（東京都、神奈川県、千葉

県、埼玉県、横浜市、川崎市、千葉市、さいた

ま市）の地域防災計画の輸送に関する項目に触

れ、輸送拠点、緊急交通路などのデータに関し

ては 3.4 節「データベース」に記述する。  
 
（１）  被害想定  

地域防災計画における被害想定は対象地域

に関して、甚大な被害が起こる状況を設定し、

これを元に防災計画が考慮されている。このた

め、各地で M7 以上の大規模震災を想定してい

るが、震源地や規模は各地で異なる。  
（２）  関係機関  

輸送に関する指定公共機関及び指定地方行

政機関はトラック、バス、船舶、航空といった

輸送モードや道路、物資といったそれ以外の項

目別に担当機関が指定されている。指定地方行

政機関は関係省庁の地方支分局や地方の行政

機関で内閣総理大臣が指定し、指定地方公共機

関は公共的施設の管理者や公益的事業を営む

法人で都道府県知事が指定する。その他、関係

機関と事前に輸送や備蓄に関する協定を結ぶ

ことで発災後の迅速、円滑な協力体制を整備し

ている。また、国と地方の縦方向の関係だけで

な く 、「 八 都 県 市 災 害 時 相 互 応 援 に 関 す る 協

定」等、地方公共団体相互の連携、協力体制が

整備されている。  
（３）  物資輸送体制  

交通路の確保について緊急道路障害物の除

去、物資輸送において輸送車両などの確保、食

料・生活必需品等の供給について、各機関の組

織により、担当部署が異なるため、連絡体制の

構築の際には注意が必要であり、災害情報共有

システム等は、この問題に対する一つの有力な

ツールと考えられる。特に、埼玉県においては、

「救援物資管理システム」を整備し、民間事業

者と連携し、災害時における救援物資の受入、

仕分け及び被災地への配送を迅速かつ効率的

に実施するとしている。  
 

2．2 事例調査 

2．2．1 過去の地震災害 
（１）  兵庫県南部地震（平成７年）  

図 2-4 のように、救援物資を当初は地域防災

計画の通り被災市町へ運んでいたが、その後避

難所へ直接搬送された。また、備蓄基地の追加

といった、時間の経過に伴い輸送体制が変化し

た。  

 
 
 
 
 
 
 

図 2-4 兵 庫 県 の救 援 物 資 の配 送 体 制 １ ） 

 
神 戸 市 に お い て も 配 送 拠 点 や 物 資 倉 庫 が

整備され、配送が効率化された。また、食糧

は一般の救援物資と異なり、食事の時間と賞

味 期 間 と い う 厳 し い 時 間 制 約 が あ る た め 別

体系で輸送が実施され、避難生活の長期化に

対 応 し て メ ー カ ー か ら 避 難 所 へ 直 送 す る 輸

送へ変更した。  
 
（２）  新潟県中越地震（平成 16 年）  

市 町 村 に 物 流 に 関 す る 具 体 的 な 対 策 が 十

分検討されていなかったため、現場での混乱

が広がった。そこで、運輸局とトラック協会

による物流専門家の派遣（長岡市・小千谷市）

を行い、在庫管理、荷役、仕分け体制を確立

した。また、図 2-5 のように配送センターの

設 置 に よ る 救 援 物 資 の 配 送 体 制 を 確 立 し た

ことで、県対策本部が確保したストックヤー

ド (9 か所、 5,610 ㎡ )より救援物資を搬出し、

１ ３ 日 間 で １ ５ 市 町 村 に 向 け て 計 ４ ４ 回 の

輸送が行われた。  
輸送品目別の輸送状況は、図 2-6 のように

食料品と衣料品、救援物資が大部分を占める。

地震直後は食料品、飲料、毛布等が主体であ

ったが、時間の経過によりその他の救援物資

が増加した。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2-5 新 潟 県 中 越 地 震 （平 成 16 年 ）の救 援 物

資 の配 送 体 制 （文 献 ２ ）を参 考 ）  
 

（480）
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図 2-6 新 潟 県 中 越 地 震 （平 成 16 年 ）の救 援 物 資

の輸 送 品 目 別 割 合 （平 成 17 年 1 月 4 日 時 点 、発

災 から 73 日 後 ）３ ）  
 

2．2．2 防災システム 
災害時に各機関の内外において共有すべき

情報の管理のために、防災に関する情報システ

ムが構築されている現状について調査を行っ

た。  
（１）防災情報共有プラットフォーム（内閣府） 

政府の初動体制や応急対策活動の支援を目

的として、旧国土庁が地震防災情報システム

（DIS：Disaster Information Systems）を開

発した。現在、国（中央省庁）の防災情報につ

いて、GIS を活用した共通の地図に集約し横断

的に共有する「防災情報共有プラットフォー

ム」が開発されている４ ）。  
 
（２）災害対策支援システム（国土交通省関東

地方整備局）  
道路や河川などの災害復旧活動に必要な防

災関連情報を、防災ネットワーク上で一元的に

運用・管理することを目的としており、表 2-5
ような機能を持つ。  
 

表 2-5 災 害 対 策 支 援 システムの機 能  
機  能  内  容  

災 害 情 報 管 理
機能  

関 東 地 方 整 備 局 内 の 被 災 情 報 （ 発 生 日
時、場所、被害状況等）をデータ化して、
画面地図上に一括表示  

緊 急 輸 送 路 設
定機能  

指 定 さ れ た ２ 地 点 間 の 最 短 路 検 索 結 果
を画面地図上に表示  

復旧支援機能  災害復旧計画に基づき、備蓄資機材の保
管 場 所 や 被 災 箇 所 へ の 搬 入 数 量 の 設 定
及び輸送ルート検索  

備蓄基地・資機
材管理機能  

各 事 務 所 の 備 蓄 基 地 の 情 報 と し て 、 名
称、住所、電話番号等を表示し、そこで
保 有 す る 備 蓄 資 機 材 の 残 数 量 情 報 の 表
示、管理  

車 両 位 置 把 握
機能  

災 害 復 旧 活 動 時 に お け る 災 害 対 策 用 機
械（排水ポンプ車、照明車、対策本部車、
待機支援車等）の現在位置情報及び移動
状況を画面地図上に表示  

位置検索機能  被 災 箇 所 や 関 東 地 方 整 備 局 管 内 に 多 数
ある直轄事務所・出張所、備蓄基地を検
索、表示  

 

 
（３）災害情報システム（東京都）  

平常時での活用はもとより、災害の発生に

対して迅速に、的確に、しかも発生直後から

応急対策、復興に至る活動状況に応じた柔軟

性 の あ る 多 種 多 様 な 災 害 対 策 を 情 報 活 用 の

側面から支援するもので、表 2-6 のような機

能がある。  
 

表 2-6 災 害 情 報 システムの機 能  
機能、目的  内 容  

災害発生直後の

被害情報共有化

災害発生直後の被害の有無やその状況につい

て、各防災機関から災害情報システムにより

報告を受け、この情報を共有化。  
地図情報及び画

像情報の活用  
初期の混乱時等、端末からデータ入力が困難

な場合でも、手書きメモ等をイメージスキャ

ナで取り込み、容易な操作で情報伝達が可能

意思決定支援チ

ェックリスト  
地図情報の活用により、被害箇所の分布や細

かな位置情報の直感的把握が可能  
民間気象会社の

活用  
被災地から送られてくるデジタル画像と組み

合わせて迅速な状況把握を実現  

 
 
（４）フェニックス防災システム（兵庫県）  

阪神・淡路大震災で得られた教訓を踏まえ、

地 震 災 害 だ け で な く あ ら ゆ る 災 害 に 迅 速 に

対応するために、表 2-7 のようなシステム構

成となっており、防災端末は県内 341 台（市

町、消防、警察、自衛隊、ライフライン機関

等）、県外 3 台（首相官邸、内閣府、消防庁）

で構成される。さらに、平成 14 年より災害

対応支援システムが運用され、物資に関する

需給推計の機能が追加となった。  
 

表 2-7 ﾌｪﾆｯｸｽ防 災 システムの機 能 構 成  
システム  機  能  

震 度 情 報 ネ ッ ト ワ

ークシステム  
県内に設置した震度計からの情報収集

観 測 情 報 集 配 信 シ

ステム  
気象庁、気象情報配信事業者からの気象

情報及び河川情報を収集・蓄積、加工処

理した結果を防災端末に提供  
被害予測システム 県 内 に 設 置 す る 地 震 計 か ら の 震 度 情 報

をもとに、震度分布、建物倒壊数や死者、

負傷者の被害予測、防災端末に地図表示

危機管理システム 防 災 資 機 材 保 有 情 報 や 地 域 防 災 計 画 等

を防災端末上で検索参照  
地理情報システム 地図を管理し、被害地域等の各種情報を

表示  
災害情報システム 市町等から報告される事務所被害報告、

災 害 速 報 や 災 害 総 括 報 告 な ど の 各 種 被

害 状 況 を 地 図 や デ ジ カ メ 画 像 を 活 用 し

て、報告し、防災端末に表示  
映像情報システム ヘリテレ、高所カメラ等の災害情報映像

及 び 防 災 端 末 に 表 示 さ れ る 内 容 を 災 害

対策本部室のスクリーンに表示し、各種

会議等を支援  
防 災 コ ミ ュ ニ ケ ー

ションシステム  
電子メール機能、電子掲示板機能等提供

 
 

食料品

33%

飲料

14%衣類品

17%

医薬品

1%

設備品

6%

その他（救援

物資等）

29%
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（５）標準型市町村防災 GIS（地方公共団体） 
標準型市町村防災 GIS は、市区町村の防災行

政水準の向上を目指し（財）消防科学総合セン

ターにより開発され、GIS（地理情報システム）

を用いて表 2-8 のような機能を備えている５ ）。

全国地方公共団体（都道府県、市区町村、各消

防本部）にソフトウェアを配布済みであり、複

数の自治体と研究会を開催している。  
 

表 2-8 標 準 型 市 町 村 防 災 GIS の機 能  

防災に特化  
した機能  

災 害 時 オ ペ レ ー

ション  
災 害 時 に 被 害 状 況 や 対 応 状 況

の登録  

情報共有化  
イ ン タ ー ネ ッ ト 回 線 に よ り 災

害 時 に 登 録 し た 情 報 を 他 市 区

町村や都道府県などと共有  
防 災 関 連 デ ー タ

管理  
地 域 防 災 計 画 に 即 し た デ ー タ

管理  

防災マップ作成
各 種 デ ー タ を 使 用 し た デ ー タ

管理  

図上訓練  GIS を用いた図上訓練  
訓練結果の評価 "  

GIS の基本

機能  

・距離面積計測  
・災害件数や統計情報からの各種集計機能  
・背景地図と防災データ等を重ね合わせる  

３Ｄ表示  

 
2．3 現状調査のまとめ 
災害時の輸送に関する情報のやりとりにつ

いて整理すると、図 2-7 のようになる。行政機

関内だけでなく、各関係機関が持つデータなど

を情報共有することができる防災情報システ

ムの構築の必要性がある。また、物資輸送体制

を模式的に表すと、図 2-8 のようになり、国、

都道府県、市区町村間で階層構造が見られ、関

係機関の情報共有が重要であることが分かる。 
ここまでの災害時における輸送に関する調

査結果を踏まえ、以下では、今後の開発システ

ムに必要な機能と関連づけて記す。  
まず、物資輸送については、発災前後で状況

が大きく異なるため、本開発システムに求めら

れる役割も変化すると考えられる。発災前では、

「災害時の輸送計画がどれほど有効であるの

か」「弱点があるとすれば、どこなのか」とい

った、輸送体制の事前評価を行う機能を有し、

発災後では、各地域で不足する輸送能力を補う

ために上部組織（市区町村であれば都道府県、

都道府県であれば国）に対して行われる輸送要

請に的確に対応するためのシステムが必要で

ある。一方、発災の時刻によっては多くの帰宅

困難者が発生すると考えられるが、供給すべき

物資量を見積もる上でも帰宅困難者がどの地

域で発生するのか、定量的に把握する必要が生

じる。これらの課題に対処すべく、今後開発さ

れるシステムは複数のツールに分離して開発

を進めるが、以下では、現状調査の結果を開

発ツールと対応付けてまとめる。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-7 災 害 時 の関 係 主 体 と情 報 共 有  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-8 物 資 輸 送 体 制 の模 式 図  

 
 
(1) 災害時物資輸送シミュレータ（発災前、

事前対策用）  
発 災 前 で は 各 地 域 防 災 計 画 や 防 災 業 務 計

画に見られるように、影響が大きい被害想定

や被災シナリオに基づく状況を設定し、その

うえで、備蓄量、避難所、給水地点や輸送協

定といった防災、輸送体制の整備が進められ

ている。この準備は自助、共助、公助の考え

に従い、国、都道府県、市区町村といった各

自治体レベルで区分けされているため、自ら

が責務を担い所管、管轄する地域、施設が、

計画上の対象となる。国と都道府県、都道府

県と市区町村との関係は、市区町村での物資

や 輸 送 能 力 が 不 十 分 と 判 断 さ れ た 場 合 に は

都道府県に、都道府県での物資や輸送能力が

不足している場合は、国へ、援助の要請が行

われることになる。よって、この計画に沿っ

行政

国土交通省 内閣府 都道府県 市町村

防災情報共有
プラットフォーム（構築中）

防災情報
システム（一部）

輸送事業者 被災者

バス鉄道

船舶トラック

避難者

帰宅困難者

通勤困難者

指定公共機関、地方指定公共機関
協定締結機関 運転状況

輸送状況

被災状況、運転状況、輸送状況
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て広域輸送を捉えてみると、国から都道府県へ、

都道府県から市区町村、市区町村から避難所へ、

という物資の流れがあり、各自治体間で階層構

造を形成していることが分かる。この物資の流

れとは別に、国内の大都市間や都道府県間では

災害時における協力体制を相互に結んで、独自

の広域支援体制を整備し、大規模災害に対する

備えがなされている。いづれにしても、各都道

府県、市区町村は、外部からの物資受入拠点が

設定されており、国や他県からの援助物資が集

積する施設が点在している。また、物資が流れ

る輸送経路である道路網については、輸送対象

に関連づけられ、いくつかの段階が設定されて

おり、救助、医療、消防活動が一義的とされ、

物資輸送についてはそれ以降の段階として捉

えられている。  
 
(2) リアルタイム輸送支援ツール（発災後）  

発災後では、状況の把握が一義的であり、阪

神・淡路大震災や、新潟県中越地震の教訓を踏

まえて、ＧＩＳ（地理情報システム）を活用し

た災害情報の共有を目的としたシステム作り、

体制が整備されつつある。内閣府が中央行政機

関での利用を前提に構築作業を進めている災

害情報共有プラットホームや、市町村を対象と

した標準型市町村ＧＩＳの整備などがこれに

当たる。災害時の情報共有を目的としたシステ

ム作りは、現在進行中のものが多く、また、輸

送に関して重要な道路や河川など、輸送網の健

全性に関するリアルタイムなデータの収集に

関しては、課題が多く残されている。さらに、

備蓄量、在庫量や需要量などの情報の共有だけ

では、物資輸送の問題を解決したことにはなら

ず、輸送要請等に対する配車や配送に係る的確

な判断が求められる。  
 
(3) 補助解析ツール（発着地別、帰宅困難者数

推計ツール）  
帰宅困難者問題については、全鉄道路線が運

行停止になったことを前提とし、「徒歩による

帰宅が 10km から 20km まで帰宅困難者が 10 
(%/km)の割合で増加する」として推計されてお

り（ 20km 以上では 100%が帰宅困難者となる。）、

徒歩帰宅に関する交通量の解析や徒歩帰宅を

支援するための体制に関する研究、調査、解析

が盛んに実施されている。しかしながら、多く

の事例が全路線の途絶を前提にしており、路線

別や区間別の途絶に対応した解析は少数の例

に留まる。  
この問題に対して帰宅、通勤困難者への支援

と い っ た 事 項 に ま で 対 応 し た シ ス テ ム を 望

むとすれば、全鉄道路線の運行停止という画

一的な状況設定ではなく、任意の路線や途絶

区 間 の 発 生 に 対 す る 地 域 別 の 帰 宅 困 難 者 数

の 発 生 量 を 把 握 す る こ と が 必 要 と な っ て く

る。  
 
 

3．緊 急 ・代 替 輸 送 支 援 システムの概 念 設 計  

 
前章までの調査結果を受け、今後のシステ

ム 開 発 に 関 す る 方 針 と シ ス テ ム に 必 要 と な

るデータに関してまとめる。図 3-1 は、本「緊

急・代替輸送支援システム」を構成する４つ

の構成要素とデータベースを示す。災害時輸

送対応型 GIS は他の全構成要素を繋げ、デー

タ編集、ユーザーインターフェースの役割を

持つ。以下には各構成要素別に機能について

記述する。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-1 緊 急 ・代 替 輸 送 支 援 システムの構 成  
 
 
3．1 災 害 時 輸 送 対 応 型 GIS 

災 害 時 に お け る 輸 送 に 関 す る 問 題 を 包 括

的に支援する目的から、前章でまとめた現状

調査の結果を踏まえて考えを推し進め、発災

前後で２つのツール、帰宅困難者の推計を行

う補助的な解析ツールが１つ、計３つの解析

ツールが必要と考えられる。これらのツール

は GIS（地理情報システム）を基礎とした「災

害時輸送対応型 GIS」で統合される。図 3-2
は、「緊急・代替輸送支援システム」の起動
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□̀  
災害時輸送対応型GIS

災害時物資輸送シミュレータ

リアルタイム輸送支援ツール

補助解析ツール
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時のイメージ画面である。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3-2 緊 急 ・代 替 輸 送 支 援 ｼｽﾃﾑのイメージ画 面  

 
この図中（右側）にあるように、解析ツールと

して、前述の解析ツールを起動するための実行

ボタンが並んでいる。災害時輸送対応型 GIS で

は、各システムで必要なデータベースの編集や、

解析結果の表示機能など、主にユーザーインタ

ーフェースの役割を持つ。これらの編集作業、

表示機能は GIS の特徴である地図をベースに

した操作が可能となるように、設計・開発を行

う。  
 

3．2 災 害 時 物 資 輸 送 シミュレータ 

ここで開発するシミュレータは防災計画で

策定されている輸送に関するデータ（輸送ネッ

トワークや輸送拠点、輸送機材など）を入力す

れば、各要求地への輸送量の時系列が出力され

る解析ツールであり、策定された防災計画の輸

送体制に対して「どの程度の輸送量が確保でき

るのか」、「輸送を妨げる要因（ボトルネック）

は何か」といったことが定量的に検討できる解

析ツールである。  
解析手法には複雑系マルチエージェントシ

ミュレーションを採用する。複雑系マルチエー

ジェントシミュレーションとは「局所的な情報

に基づき行動するエージェント（ここでは輸送

機材等）がシステムの中で相互作用し、新たな

状況を作り出し、その状況に影響されて行動す

るというシステム全体と個の関係を表現する

シミュレーション方法」である。シミュレーシ

ョン手法の詳細については、本特集号の「マル

チエージェントシステムと物流解析への応用」

を参照されたい。この手法を採用することによ

り、トラックや船舶といった輸送機材１台１台

について、道路や河川のネットワーク上での動

作を表現可能となる。図 3-3 はこの「災害時

物資輸送シミュレータ」のイメージ画面であ

る（東京都の緊急交通路を利用し、各市区町

村へ物資を輸送しているイメージ）。このシ

ミュレータは前節の「災害時輸送対応型 GIS」

で被災シナリオに応じてユーザーが編集、設

定する入力データを計算条件とし、解析ツー

ル 上 か ら 起 動 （ 図 の 右 側 の ツ ー ル 起 動 ボ タ

ン）することになる。解析結果の出力方法の

例としては、移動機材の位置が地図上に表示

され、物資要求地毎の荷受量の時系列を図化

する機能を持っている。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3-3 災 害 時 物 資 輸 送 ｼﾐｭﾚｰﾀのイメージ画 面  

 
また、計算機の中で輸送を表現するために

は「どこから、どこへ、何をどれだけ、どの

ルートで、どの機材で」といった項目を決定

しなくてはならない。前述の通り、広域的な

輸送では、物資は国から、都道府県、市区町

村を経て避難所まで輸送され、国－都道府県、

都道府県－市区町村、市区町村－避難所とい

う階層構造が見られるが、輸送を表現するた

めに必要となる項目は、どの階層の（本シミ

ュレータの）ユーザーに対しても必要な情報

となる。よって、本シミュレータのユーザー

は、ユーザー自身が責務を担い、直轄する地

域のみに集中して考えれば良いため、国、都

道府県、市区町村の階層により機能を区別す

る必要はない。つまり、輸送網、需要量、輸

送機材等、ユーザーが責務を担う地域に根ざ

し た 輸 送 に 関 連 す る デ ー タ の 入 れ 替 え に よ

り、地域を限定せずに対応できるシミュレー

タである。また、本シミュレータは災害前の

輸 送 体 制 に 関 す る 評 価 ツ ー ル と し て 有 用 と

思われるが、発災後においても被災状況が有

る程度把握できた段階で利用できれば、その

 

 

 

 江東区

集積地

（区）

防災倉庫
（区）

避難所等

１１箇所
①区役所本庁舎
②江東公会堂
③総合区民センター
④旧白河小学校
⑤臨海小学校
⑥枝川小学校
⑦豊洲小学校
⑧辰巳小学校
⑨第二亀戸中学校
⑩砂町小学校
⑪第三砂町小学校

１９箇所
①本庁舎防災倉、②清澄防災倉庫、③平野防
災倉庫、④富岡防災倉庫、⑤富岡第二防災倉
庫、⑥潮見防災倉庫、⑦東雲防災倉庫、⑧千田
防災倉庫、⑨東陽防災倉庫、⑩東陽第二防災
倉庫、⑪亀戸防災倉庫、⑫亀戸第二防災倉庫、
⑬総合区民センター防災倉庫、⑭大島防災倉
庫、⑮東大島防災倉庫、⑯東大島第二防災倉
庫、⑰北砂防災倉庫、⑱東砂防災倉庫、⑲南砂
防災倉庫

学校備蓄倉庫
（区）

３２箇所

基幹的広域防災拠点

東扇島（有明の丘）

他　県

東京都

広域輸送基地

水上輸送基地

①陸上輸送基地（２８箇所）
・立川防災センター
・トラックターミナル、４箇所
・都中央卸売市場、７箇所
・高速道路PA、SA、１６箇所
②海上輸送基地（１０ふ頭）
・大井食品ふ頭、
・大井コンテナふ頭　他８ふ頭
③航空輸送基地（３箇所）
・羽田空港
・調布飛行場
・東京ヘリポート

・河川等船着場等52箇所

国、他県

 神奈川県

総合防災センター
（厚木）

広域防災
活動拠点

広域防災活動
備蓄拠点

①横須賀・三浦地区
②県央（東）地区（相模原市）
③県央（西）地区（厚木市）
④湘南（東）地区（藤沢市）
⑤湘南（西）地区（平塚市）
⑥足柄上地区（開成町）
⑦西湘地区（小田原市）
⑧津久井地区（津久井町）

①県西部地区（小田原市）
②湘南地区（茅ヶ崎市）
③三浦半島地区（横須賀市）

横浜市

物資集積拠点

（市）

物資保管場所
（市）

物資集配拠点

（区）
避難場所等

川崎市

集積場所
（市）

備蓄倉庫
（市）

輸送拠点
（区）

避難場所等

[陸上輸送]
①平和記念館（神奈川区）
②パシフィコ横浜展示ホール（西区）
③横浜分科体育館（中区）
④横浜アリーナ（港北区）
⑤天辛倉庫他協定倉庫（瀬谷区）
[海上輸送]
①みなとみらい２１中央岸壁
②山内ふ頭岸壁
③金沢木材ふ頭岸壁

市物資集配拠点
　　市物資集配拠点がある区
市立高校、小中学校
　　市物資集配拠点がない区

一次拠点（集積場所）
①川崎港公営ふ頭（海上）
②中央卸売市場北部市場（陸上）
③等々力緑地（航空機）

二次拠点（輸送拠点）
①川崎区役所
②幸区役所
③中原区役所
④高津区役所
⑤宮前区役所
⑥多摩区役所
⑦麻生区役所

・中学校５１箇所

基幹的広域防災拠点
東扇島（有明の丘）

他　県

国 各区
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後の輸送計画策定ツールとして、活用が可能と

考えられる。  
 

本シミュレータは、図 1 の通り、開発後、関

東地方を対象とした基幹的広域輸送拠点から

避難所までの物資輸送を解析する予定である。

以下では、この広域輸送に関する解析を実施す

ることを念頭に、輸送を表現する各項目別に詳

細を記述する。  
 
（１）輸送品目  

過去の震災の例からみると、災害時には様々

な物資を輸送する必要が生じ、その品目のすべ

てを区別し、なおかつ網羅的に考えることはＰ

Ｃ程度の計算能力からすると現実的ではなく、

工夫が必要となる。表 3-1 には八都県市で備蓄

計画が進められている主な物資をまとめる。  
 

表 3-1 主 な輸 送 物 資  

食  糧  乾パン、アルファ米、即席めん、

粉ミルク、副食  
生活必需品  毛布、衣料品、食器類  

 
表 2-4 には各地域防災計画を参考に、災害時

輸送の対象に関する優先順位をまとめた。災害

時の輸送対象として、第一義的には医療、消防

活動に関する事項が挙げられるが、他機関でシ

ステムの整備が進められているため、本件では

対象外とする。その他の輸送品目としては、生

活水、飲料水、食料、生活必需品が考えられる

が、自助、共助、公助の考えが徹底している事

前計画の中では、広域的な輸送支援に頼らず備

蓄により対処することとなっている。ただし、

この備蓄が尽きる発災から３日以上経過した

段階で、外部から食糧の供給が必要になると考

えられる。人命の維持に必要不可欠な給水につ

いては特に綿密な計画がなされ、避難所を網羅

するように給水拠点、水道網が整備されている

ため、本システムの輸送対象から除外して良い

ものと考えられる。また、生活必需品について

も、日常生活に必要となる毛布、衣料品、食器

類などは、３日目以降も利用可能であり、今回

の対象から除外する。よって、３日目以降の食

糧を広域輸送する状況を想定する。  
ただし、本シミュレータは移動機材の積載量

が把握できれば、様々な物資の輸送を表現でき

る。  
 
（２）輸送ネットワーク  

各自治体が設定している緊急交通路や緊急

輸送路の活用を前提とする。また、関東地方

を流れ、船舶の航行が可能な河川も輸送網の

対象として捉える。さらに、鉄道網に関して

は、軌道や列車編成等、専門的な知識が要求

され、輸送機材１台１台の動きを表現するマ

ル チ エ ー ジ ェ ン ト シ ス テ ム を 採 用 す る 本 シ

ミュレータによる対処は困難と考えられる。

そこで、後述する「湧き出し」の機能を付加

することにより、鉄道輸送を表現することに

する。  
 
（３）輸送拠点  

表 2-3 の通り国の基幹的広域防災拠点とし

て東扇島と有明の丘公園が指定されている。

このうち、東扇島が物流拠点としての機能を

果たし、支援物資はここから、都道府県が整

備する物資受入拠点へと流れる。また、八都

県 市 の 広 域 輸 送 に 関 連 す る 輸 送 拠 点 の 概 要

を、既存の報告書をもとに、現時点で入手可

能な地域防災計画を参考として修正した。こ

れらのデータは 3.4.1 節「輸送拠点」に記述

するが、拠点間の輸送の流れに関しては本節

「 (6) 広域輸送、階層構造の表現」に東京都

を一例として示す。  
前項目「 (2)輸送ネットワーク」の記述通り、

鉄道による貨物輸送は、一台一台の輸送機材

の 動 き を 表 現 す る マ ル チ エ ー ジ ェ ン ト シ ス

テムでは対処が困難なため、図 3-4 に示す貨

物の「湧き出し」で表現することとする。こ

れは、輸送ネットワークを構成するコンテナ

貨物拠点駅において、関東地方以外から送ら

れ て く る 物 資 を 供 給 可 能 量 の 時 系 列 と し て

保持させる機能である。該当するコンテナ拠

点駅に到達できる輸送機材は、配車、配船方

針に従い、他の物資供給拠点と本コンテナ拠

点 駅 と の 輸 送 に 係 る 優 劣 を 判 断 で き る よ う

になる。  
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-4 物 資 の湧 き出 し機 能 のイメージ 

（コンテナ拠 点 駅 を物 資 の供 給 点 とした場 合 ）  
 

なお、本機能は鉄道駅に限らず、例えば、

海の駅、高速道路の SA(サービスエリア )、仮

 

コンテナ拠点駅

供
給

可
能

量

時間

物資１

物資２

道路網
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想的な物資供給基地からの物資供給といった

利用方法も考えられる。また、基礎データとな

る供給可能な物資量については通常時におけ

る関東地方に輸送される貨物量を地方別にま

とめたデータベースとして保持し、ユーザーは

この情報をもとに、災害時鉄道輸送の減少率な

どを想定して入力することになる。このデータ

の推計方法や結果は 3.4.4 節「鉄道貨物輸送量」

に記載する。  
 
（４）輸送機材  

広域的な物資輸送を表現する観点から、利用

する輸送機材は、トラック、船舶を対象とする

が、ヘリコプターの利用に関する調査例につい

ても触れる。なお、輸送機材の調査、収集、解

析の結果は 3.4.3 節「輸送機材」にまとめる。  
 
（５）配車、配船方針  

輸送を表現するためには、「どこから、どこ

へ、どの経路を通って、どの機材で、何をどれ

だけ」運ぶのかを決定しなくてはならない。本

シミュレータでは、この組み合わせの決定を

「平等な分配原則」に従って行う。（一般的な

最適化問題では、費用最小、総距離最小といっ

た指標が考えられているが、ここでは災害時と

いう特異な条件であるため、平等な分配とする

考え方を採用した。）このアルゴリズムに関し

ては本特集号の「マルチエージェントシステム

と物流解析への応用」を参照されたい。  
 
（６） 広域輸送、階層構造の表現  

中央防災会議首都直下地震対策専門調査会

報告において、広域輸送を実現する階層構造に

関する報告が記載されている。表 3-2 には防災

拠点の階層化と役割分担のイメージを示す。本

報告書によれば、効果的な広域オペレーション

を実施するため、連携活動を支える基盤として

広域防災拠点の整備と相互のネットワーク化

を進めるとしている。ネットワークは基幹的広

域防災拠点を中心として、各拠点の役割分担を

（都道府県の）広域防災拠点、ブロック拠点、

配送拠点のように階層化し、明確にすることに

よって、交通流を適切に制御することを目指し

ている。  
国－都道府県、都道府県－市区町村、市区町

村－避難所へ物資が流れる階層構造を表現す

るため、シミュレータに利用するデータ構造も

「どこの物資要求地はどこの供給地から物資

を受け取る可能性があるのか」という輸送拠点

間の関連づけを行う必要が生じる。図 3-5 では、

東京都を例に、国から避難所までの物資の流

れを示す。  
 
表 3-2 広 域 防 災 拠 点 の階 層 化 と役 割 分 担  

名称 特性・役割分担 具体的な機能  
構成・施設  背後圏

基幹的
広域防災

拠点

災 害 対 策 本 部 の 補
完 ･代 替 機 能 を 有
し 、 都 道 府 県 防 災
拠点全体の支援  

・国と県の合同現地
対策本部機能  

・備蓄機能  
・救援物資集積 ･配

送機能  
・駐屯機能  
・通信・ﾗｲﾌﾗｲﾝ機能

首都
地域

都道府県
広域防災

拠点

基 幹 的 防 災 拠 点 の
サ ブ 拠 点 、 都 道 府
県 間 の 広 域 的 な 連
携窓口  
要 員 ・ 物 資 を 適 切
に 整 理 し た 適 時 ・
的 確 に 被 災 地 に 送
り 込 む た め の 制 御
機能

・都道府県の災害対
策補完機能、備蓄
機能  

・救援物資集積 ･配
送機能  

・駐屯機能  
・通信・ﾗｲﾌﾗｲﾝ機能

都道府
県全域

ブロック
拠点

都 及 び 県 内 地 域 ご
と に 定 め ら れ て お
り 、 ブ ロ ッ ク 内 の
備 蓄 を 一 元 的 に 扱
う  

・管理棟 (司令室、
備蓄機能 )  

・ﾍﾘﾎﾟｰﾄ (物資集積 ･
配送機能 )  

・駐屯機能  
・通信・ﾗｲﾌﾗｲﾝ機能

各都道
府県内
地域 (23  
区 /多摩
地区等 )

配送・備
蓄拠点

主 に 既 存 施 設 を 利
用 し た 駐 屯 基 地 、
物 資 集 積 ･配 送 基
地として整備  
被 災 地 へ の 直 接 的
な救援拠点

・救援物資集積 ･配
送施設  

・駐屯機能  
・通信・ﾗｲﾌﾗｲﾝ機能

市区
町村

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-5 輸 送 拠 点 と物 資 の流 れ 

（東京都の例、既報 ６ ）を元に修正、追記 ）  
 

シミュレータは各機関（階層）ごとに動作

する仕組みとする。よって、まず国の視点で

基 幹 的 広 域 防 災 拠 点 か ら 都 道 府 県 の 輸 送 拠

点 ま で の 物 資 を 輸 送 す る シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

を実施する。これにより、都道府県の各輸送

拠点では前節、「（３）輸送拠点」の“湧き

出し”で表現したような、物資貯蔵量（すな

わち物資供給可能量）がデータとして残る。

次 に 基 幹 的 広 域 防 災 拠 点 か ら 荷 受 け し た 都

道 府 県 の 物 資 供 給 可 能 量 の 時 間 履 歴 を 入 力

条件として、都道府県のシミュレーションが

スタートする。このシミュレーションにより、

各 市 区 町 村 が 都 道 府 県 か ら 受 け 取 る 物 資 量

の時間履歴が把握できることになり、これを

入 力 条 件 と し て 各 市 区 町 村 の シ ミ ュ レ ー シ

ョンを実施する。この操作を繰り返すことに

 江東区

集積地
（区）

防災倉庫
（区）

避難所等

１１箇所
①区役所本庁舎
②江東公会堂
③総合区民センター
④旧白河小学校
⑤臨海小学校
⑥枝川小学校
⑦豊洲小学校
⑧辰巳小学校
⑨第二亀戸中学校
⑩砂町小学校
⑪第三砂町小学校

１９箇所
①本庁舎防災倉、②清澄防災倉庫、③平野防
災倉庫、④富岡防災倉庫、⑤富岡第二防災倉
庫、⑥潮見防災倉庫、⑦東雲防災倉庫、⑧千田
防災倉庫、⑨東陽防災倉庫、⑩東陽第二防災
倉庫、⑪亀戸防災倉庫、⑫亀戸第二防災倉庫、
⑬総合区民センター防災倉庫、⑭大島防災倉
庫、⑮東大島防災倉庫、⑯東大島第二防災倉
庫、⑰北砂防災倉庫、⑱東砂防災倉庫、⑲南砂
防災倉庫

学校備蓄倉庫
（区）

３２箇所

基幹的広域防災拠点
東扇島（有明の丘）

他　県

東京都

広域輸送基地

水上輸送基地

①陸上輸送基地（２８箇所）
・立川防災センター
・トラックターミナル、４箇所
・都中央卸売市場、７箇所
・高速道路PA、SA、１６箇所
②海上輸送基地（１０ふ頭）
・大井食品ふ頭、
・大井コンテナふ頭　他８ふ頭
③航空輸送基地（３箇所）
・羽田空港
・調布飛行場
・東京ヘリポート

・河川等船着場等52箇所

国、他県

都備蓄倉庫

・直営倉庫10箇所
・兼用倉庫13箇所
・計23箇所

（486）

．
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より、基幹的広域防災拠点から各市区町村の物

資供給拠点や避難所までの階層構造を模擬し

た物資輸送のシミュレーションが実現できる。 
 
（７）被災状況の表現  

ここで開発するシミュレータは災害時にお

ける物資輸送に限定した機能を持つ。よって、

被災状況や被災シナリオも、輸送を表現する項

目、データに修正を加えることで、反映するこ

とになる。つまり、 3.1 節「災害時輸送対応型

GIS」において、被災状況に応じてデータベー

スに修正を加え、本シミュレータを起動する。

以下にその例を示す。  
例１）落橋や通行不能経路の設定  

→ 道路ネットワークの該当地点の  
  リンクを除去  

例２）放置車両の影響→ 移動速度の変化  
例１の場合は、単に道路ネットワークや河川

ネットワークの該当リンクの編集（除去）機能

で対処できる。また、例２で示した輸送機材の

移動速度の変化に関しては、道路や河川ネット

ワークを構成するリンクに被災状況に応じた

移動速度情報を、表 3-3 に示す既報 ６ ）の速度を

参考に設定することで対応する。  
 

表 3-3 速 度 設 定  
 震  度  

４弱以下 ５弱・強 ６弱・強 ７  
緊急

段階

(１
日

後) 

規制

道路  
高速道路  

Ｖ1 ①

Ｖ1 ②  
Ｖ2＝Ｖ1/2 ⑤

一般道  Ｖ2＝Ｖ1/2 ⑥
非規

制道

路  

高速道路  
Ｖ2=Ｖ
1/2 ③  Ｖ4＝Ｖ1/10 ⑦一般道  

応急

段階

(１
週間

後) 

規制

道路  

高速道路  

Ｖ1 ①

Ｖ1 ②  
Ｖ1 ②  

一般道  Ｖ2＝Ｖ1/2 ⑥
非規

制道

路  

高速道路  
Ｖ1 ②  Ｖ3＝Ｖ1/5 ⑧

一般道  

備考  被災地周辺  被災地内  

V1：通常混雑時平均速度（下表）  
V2：限界速度 ＝ V1／ 2 
V3：渋滞速度 ＝ V1／ 5 
V4：渋滞速度 ＝ V1／ 10 

 
高速道路  都内  ５０㎞ /ｈ  

都外  ８０㎞ /ｈ  
首都高速  都内  ４０㎞ /ｈ  

都外  ６０㎞ /ｈ  
一般道  ３０㎞ /ｈ  

 
帰宅困難者問題については、全鉄道路線が運

行停止になったことを前提として推計されて

おり、徒歩帰宅に関する交通量の解析や徒歩帰

宅を支援するための体制に関する研究、調査、

解析が盛んに実施されているが、路線別や区

間 別 の 途 絶 に 対 応 し た 解 析 は 少 数 の 例 に 留

まる。発災時刻によっては、膨大な人数の帰

宅困難者が発生し、途絶期間が長引けば救援

物資を輸送する必要性も出てくる。ここで示

す補助解析ツールでは、全鉄道路線の運行停

止という画一的な状況設定ではなく、任意の

路 線 や 途 絶 区 間 の 発 生 に 対 す る 地 域 別 の 帰

宅 困 難 者 数 の 発 生 量 を 把 握 す る こ と を 目 的

とする。図 3-6 ではこのシステムの起動画面

のイメージを示している。  
図にあるように、途絶している路線や区間

を設定することで、帰宅困難者の滞留先地域

や駅の情報が出力される機能を持ち、必要物

資の需要推計などに用いる。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-6 補 助 解 析 ツール 

（OD 別 帰 宅 困 難 者 数 推 計 ）のイメージ図  
 

3．3 リアルタイム輸 送 支 援 ツール 

発災後は、物資備蓄量などの発災前後で変

化しないデータを除き、道路、河川、航路、

鉄 道 な ど 輸 送 網 の イ ン フ ラ に 関 す る 被 災 状

況 や 輸 送 需 要 な ど の デ ー タ が リ ア ル タ イ ム

で必要となり、データ収集や情報の共有化が

一義的になる。既存システムや現在構築が進

め ら れ て い る リ ア ル タ イ ム に 対 応 し た シ ス

テムも情報共有を主眼に進められており、輸

送の問題に踏み込んだシステムはなく、一部

カ ー ナ ビ で 利 用 さ れ て い る ル ー ト 検 索 の 機

能 を 持 た せ た シ ス テ ム が 存 在 す る の み で あ

る。これは、災害時における情報収集や情報

共有自体が難しい課題であり、輸送の問題は

被 災 に 関 す る 情 報 収 集 が 完 了 し て 初 め て 取

り組める問題であるためと推察される。そこ

で、本件で対象とする輸送の問題では、これ
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らデータ収集や共有化は対象とせず、被災状況

のデータはあるものとして、解析ツールの開発

を進める。なお、現在開発中の災害情報共有化

システムやすでに運用されているシステムな

ど、他の既存システムといかに融合し、被災デ

ータの入力を自動に行う機能についは、今後の

課題であるが、GIS を基礎とすることでスムー

ズな接続が期待できる。  
災害後では、輸送に係る防災担当機関は下部

機関から輸送要請を受けることになっている。

例えば、国は都道府県、都道府県は市区町村か

らの輸送要請に対して、斡旋業者、ルートなど

を的確に回答する必要が生じる。輸送要請に対

して輸送機材、貯蔵量、輸送ルートを考慮し、

よりよい組み合わせを見出す作業は、混乱の最

中、早急な対応が求められる発災後においては

困難な課題と考えられ、ヒアリング調査からも

各防災担当者が懸念する事項の一つとなって

いる。  
ここでは、この課題に対処するため、複数の

輸送要請に対して、全地球測位システム (GPS: 
Global Positioning System)を搭載した輸送機

材の位置情報をリアルタイムで受信し、輸送機

材、輸送ルート、配送元、配送先の組み合わせ

をランク付けして表示する支援ツール（以降、

リアルタイム物資輸送支援ツール）を開発する。

このイメージ画面を図 3-7 に示す。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3-7 リアルタイム輸 送 支 援 ツールのイメージ  
 

図には輸送要請の情報とそれに対応した回

答例が、完了時刻、輸送量、輸送機材の組み合

わせで例示されている。さらに、 GIS（地理情

報システム）の機能を活かし、検索された候補

は地図上に要求地までの到達ルートとともに

示される。図中の回答例では複数の候補を表示

させているが、これは、最終的な判断には人が

介する余地を残すためであり、計算機だけで

は 考 慮 仕 切 れ な い 問 題 が 生 じ た 場 合 へ の 対

処である。また、被災状況などを表すために

は、 3.1 節「災害時輸送対応型 GIS」のデー

タベース編集機能で対処し、道路網の途絶、

輸 送 拠 点 の 設 置 な ど の 設 定 を 行 う こ と が 可

能である。なお、前述の通りリアルタイムな

被 災 情 報 は 入 手 で き て い る も の と し て 考 え

るが、輸送機材の位置については実位置をリ

アルタイムで入手する仕組みを構築する。そ

の た め に は 機 材 に 搭 載 し た Ｇ Ｐ Ｓ 装 置 か ら

通信回線を通じて、当システムが稼働してい

る 計 算 機 に 位 置 デ ー タ を 自 動 入 力 す る 仕 組

みもシステム化する。  
 

3．4 データベース 

以下では、図１に示した災害時物資輸送シ

ミ ュ レ ー タ を 利 用 し て 最 終 年 度 に 解 析 を 行

う 八 都 県 市 を 対 象 と し た 広 域 輸 送 の 評 価 に

資するデータに関して記述する。解析ツール

では、主にホームページや既存報告で公表さ

れているデータ、販売されているデータベー

スを用いるが、輸送機材（トラック）、鉄道

貨物輸送量については、今回新たに収集、解

析を行った結果を利用する。以下の節では、

そ の 解 析 手 法 や 結 果 に つ い て 記 述 す る 。 表

3-4 ではシステムと利用するデータとの関連

をまとめる。  
 

表 3-4 データベースの項 目  

データ  入手先  利用  
システム

拠点 避難所等 位 置 , 収 容 量 ,
備蓄量 ,荷種  

数 値 地 図

等 国 勢 調

査 各 機 関

の Ｈ Ｐ ( 防
災計画等 )  

災 害 時 物 資 輸

送 シ ミ ュ レ ー

タ  
及び  
リ ア ル タ イ ム

輸 送 支 援 ツ ー

ル  

輸送拠点 位置 ,収容量  
備蓄拠点

(倉庫等 )
位 置 , 収 容 量 ,
備蓄量 ,荷種  

コンテナ貨

物拠点駅

一日取扱量  本報告  
(3 .4 .4 節 )  

輸送

機材

トラック 所属、位置、積

載量、(長さ等 )
本報告  

(3 .4 .3 節 )  
船舶  位置、積載量、

船長等サイズ  
既報 ７ ）  

 道路  地点、幅員、路

線名  
DRM21 

航路  
河川  

地点、リンク、

橋梁、高さ、深

さ  

既報 ７ ）  

鉄道  地点、リンク  数 値 地 図

等  
帰 宅 困 難 者 推

計ツール  

 
3．4．1 輸 送 拠 点  

表 2-3 のように、国の基幹的広域防災拠点

と し て 東 扇 島 と 有 明 の 丘 公 園 が 指 定 さ れ て

おり、東扇島が物流拠点としての機能を果た

し、支援物資はここから、都道府県が整備す

ネット 
ワーク 

（488）

• 4 ょ
”心＂"'匹←90-°”-” ・ 緊急・代誓輪送古樗システム

• ・“` 

12c30 16cOO 貨物8 10 
2 12,50 15,00 貨物A 20 
3 13c20 15c30 貨物A 10 
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る輸送拠点へと流れる。また、八都県市の広域

輸送に関連する輸送拠点の概要を、既存の報告

書６ ）をもとに、現時点で入手可能な地域防災計

画を参考として修正した表を次に示す。  
 
表 3-5 八 都 県 市 の広 域 輸 送 拠 点 の概 要 （物 資 ）  

 広域輸送拠点（■都道府県、

□区市町村）  
 広域輸送拠点（■都道府

県、□区市町村）  
埼

玉

県  

■防災基地  
越谷、新座、秩父、中央、熊谷  
の 5 箇所  

■防災活動拠点（県）  
県立高校、県営公園等公共施設  

■大規模備蓄施設  
埼玉ｽﾀｼﾞｱﾑ 2002、埼玉ｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ 

■舟運輸送拠点  
川口防災船着場 , 芝川マリーナ、大

場川マリーナ , 緊急用船着場（秋が

瀬） , 緊急用船着場（戸田）  
□防災活動拠点（市町村）  

千
葉
市 

□集積場所  
ポートパーク（千葉港）、ポ

ートアリーナ、等競輪場、昭

和の森、市役所  
 
□備蓄倉庫  

千

葉

県  

■防災センター  
中央 (千葉市 )、西部 (松戸市 ) 

■防災用備蓄庫（11 箇所）  
■輸送拠点（県）  

港湾（千葉港、木更津、館山港）

漁港（4 港）、飛行場、卸売市場等  
■輸送拠点（適地：未指定）  

旧県立スタジアム用地  
蘇我特定地区  

横
浜
市 

□市物資集配拠点  
陸上輸送及び  
海上輸送の拠点  

□区物資集配拠点  
市物資集配拠点、市立高校

小・中学校  
□協定等による物資保管場所

東

京

都  

■広域輸送基地  
陸上（28 箇所）、海上（10 埠頭）、

航空（3 箇所）  
■水上輸送基地  

河川等船着場 52 箇所  
□地域内輸送拠点  
□備蓄倉庫  

川
崎
市 

□ 一 次 拠 点 （ 集 積 場 所 ）

① 川 崎 港 公 営 ふ 頭 （ 海 上 ）

② 中 央 卸 売 市 場 北 部 市 場

（ 陸 上 ）  
③ 等 々 力 緑 地 （ 航 空 機 ）

□ 二 次 拠 点 （ 輸 送 拠 点 ）

・ 各 区 役 所  
□ 備 蓄 倉 庫  

神

奈

川

県  

■総合防災センター（厚木市）  
■広域防災活動拠点  

横須賀・三浦、県央（東）、県央（西）、 
湘南（東）、湘南（西）、足柄上、  
西湘、津久井の 8 地区  

■広域防災活動備蓄拠点  
県西部、湘南、三浦半島の 3 地区  

□広域応援活動拠点（182 箇所）  

さ
い
た
ま
市 

拠 点 備 蓄 倉 庫  
□ 市 役 所 、ラ ム ザ タ ワ ー 駐

輪 場 、北 浦 和 タ ー ミ ナ ル ビ

ル 、防 災 セ ン タ ー 、大 宮 災

害 対 策 庫 、 与 野 災 害 対 策

庫 、 記 念 総 合 体 育 館  

 
3．4．2 ネットワークデータ 

各自治体が設定している緊急交通路や緊急

輸送路の活用を前提とする。また、関東地方を

流れ、船舶の航行が可能な河川も輸送網の対象

として捉える。図 3-8 には、最終的な広域輸送

のシミュレーションで対象となる八都県市の

道路網を示す。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3．4．3 輸 送 機 材  

輸送の問題を議論する上で、輸送機材の情

報は必要不可欠となる。さらに、広域的な輸

送となると、一つの輸送モードだけではなく、

複 数 の 輸 送 モ ー ド の 組 み 合 わ せ で 考 え る 必

要が生じる。以下は災害時に利用できる可能

性を持つ、トラック、船舶、ヘリコプターに

ついての調査、解析結果である。  
 
(1)トラック  

災 害 時 に お い て ト ラ ッ ク 輸 送 の 業 務 に 従

事 す べ き 指 定 公 共 機 関 や 指 定 地 方 公 共 機 関

が 策 定 し て い る 災 害 時 輸 送 業 務 に 関 す る 防

災業務計画、実施計画やマニュアル等から、

災害時の輸送体制に関連する内容を調査、分

析し、輸送計画を立案、実施する上で考慮、

留意すべき事項を整理した。これらの調査結

果に基づいて、輸送機材（トラック）のデー

タベース化を行う。なお、対象は八都県市と

する。  
 
a. 災害時輸送機材データベースの検討対象  

国レベルの物資輸送の階層構造をみると、

被災地外⇒基幹的広域防災拠点（都道府県広

域防災拠点）の輸送は大型トラック（積載量

10 トンクラス）、基幹的広域防災拠点（都道

府県広域防災拠点（ブロック拠点）⇒配送拠

点の輸送は中型トラック（積載量 4 トンクラ

ス）、配送拠点⇒避難場所までは小型トラッ

ク（積載量 2 トンクラス）を利用することに

なると想定される。  
次に東京都の例で「国⇒避難所、避難場所

までの流れ」をみると、基幹的広域防災拠点

（東扇島（有明の丘））⇒広域輸送基地（陸

上基地 28 箇所）までは大型トラック、広域

輸送基地（陸上基地 28 箇所）以降の集積地

（区役所本庁舎、小学校…）や避難場所等ま

では積載量 2 トンクラスより小さなトラック

になる。  
このことから、被災地外（県外）から比較

的 大 規 模 な 施 設 が 指 定 さ れ て い る 基 幹 的 広

域 防 災 拠 点 ま た は 都 道 府 県 広 域 防 災 拠 点 ま

では、（財）自動車検査登録協力会が整理し

ている積載量の階層を考慮して、大型トラッ

ク（積載量 8 トン以上）、都道府県広域防災

拠点広域防災拠点（ブロック拠点）から配送

拠点までは中型トラック（積載量３トン以上

８トン未満）、小学校が拠点となることが多

い市・区レベルの集配拠点や避難場所までは、

小回りがきく小型トラック（積載量３トン未

 

図 3-8 八 都 県 市 の道 路
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満）と設定する。また、食料と生活必需品の輸

送が対象なので、バン型トラック又は平ボデー

トラックの利用が前提になる。また、車両確保

の面から、緊急物資の輸送は営業用トラックが

対応することになるので、自家用トラックは対

象から除外した。  
 
b.利用可能な輸送機材のデータベース化  

自動車検査登録協力会が公表している各種

統計データを基に、調査対象八都県市で対象に

なると想定されるトラックについて、 a.の検討

結果による条件抽出を行い、データベースの設

計、構築を行う。  
（財）自動車検査登録協力会発行の市区町村別

自動車保有車両数に基づいて、八都県市の貨物

用普通車、貨物用小型車のデータから、営業用

貨物車の積載量別の保有台数に災害物資輸送

に利用可能な形状のキャブオーバ（平ボデー）、

バンの構成比を乗じて抽出する。ここで求めた

車両数が、八都県市内で調達可能な輸送機材の

最大値である。図 3-9 は利用可能な輸送機材を

集計するための抽出フローである。このフロー

による集計結果は八都県市内、市区町村別の台

数としてデジタルデータ化されている。これを

さらに各県、市別に集計した結果を表 3-6 に示

す。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-9 トラック台 数 の推 計 フロー  
 
 

表 3-6 各 行 政 機 関 別 、輸 送 機 材 台 数 推 計 結 果  

利用者  積載量  台 数  
国  8 トン以上  52 千台  
埼玉県  ３～８トン  18 千台  
埼玉県内自治体  ３トン未満  19 千台  
千葉県  ３～８トン  10 千台  
千葉県内自治体  ３トン未満  12 千台  
東京都  ３～８トン  24 千台  
東京都内自治体  ３トン未満  43 千台  
神奈川県  ３～８トン  12 千台  
神奈川県内自治体 ３トン未満  16 千台  

 
 
（２）船 舶  

災 害 時 に お け る 水 上 輸 送 能 力 の 推 定 を 目

的とした既存報告の中で、船舶に関するデー

タが報告されている７ ）。調査の範囲は、東京

を流れる荒川、隅田川、小名木川などの河川

に対して航行の可能性がある船舶を中心に、

船舶明細書やアンケート結果などから表 3-7
のように集計しており、最終的に 6 船種、300
隻 程 度 の 船 舶 が 災 害 時 輸 送 に 利 用 可 能 な 候

補としている。この調査結果の選定基準は本

シ ス テ ム 開 発 で 対 象 と す る 輸 送 目 的 と 一 致

する項目が多いため、水上輸送機材の基礎デ

ータとして利用する。  
 

表 3-7 船 種 別 の隻 数  

船 種  隻 数  
客船 水上バス  

屋形船  
24 

188 
鋼材運搬船  5 
艀  31 
曳船・押船  20 
油槽船（白油）  54 
合計  322 

 
（３）ヘリコプター  

既存報告 ８ ） で新潟県中越地震におけるヘ

リ コ プ タ ー の 活 用 事 例 が 網 羅 的 に 報 告 さ れ

ている。ここではこの報告の中で、本開発の

解 析 ツ ー ル に 関 連 す る と 思 わ れ る 項 目 に つ

いて記述する。国内で災害救援活動に従事す

る可能性のある機体の所属と機体数は表 3-8
の通りである。（ 2005 年 3 月現在）  

このデータを見ると、圧倒的に自衛隊の保

有機数が多く、ついで警察、３番目に各自治

体で配備が進められている消防・防災ヘリと

なっている。表 3-9 には機体規模別の要目を

示す。  
 
 

自動車検査登録協力会、統計データ  
（対象８都県市）  
・市区町村別自動車保有車両数（貨物

用、普通車、小型車）  

自動車検査登録協力会、統計データ

（対象８都県市）  
・諸分類別自動車保有車両数（貨物用、

普通車、小型四輪車、小型三輪車、

積載量）の構成比  
→1 次、2 次輸送：積載量 3 トン以上

→3 次輸送：積載量 3 トン未満  

自動車検査登録協力会、統計データ

（対象８都県市）  
・形状別自動車保有車両数（貨物用、

貨物車。小型車、キャブオーバ、

バン）の構成比  

災害時調達可能な輸送機材  
（トラック）データベース  

災害時に必要な車両の整理  
（車種、最大積載量、車幅、全長、

 荷台寸法 等）  
・対象車種の設定  
（業態、車種、積載量、形状）
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表 3-8 ヘリの機 関 別 保 有 機 数  
機関名  保有機数  

自衛隊  660  

消防・防災  69  

海上保安庁  46  

ドクターヘリ  9  

警察  95  

合計  879  

 
表 3-9 ヘリサイズ別 の特 性  

 小型  中型  大型  
機体規模  
（離陸最大重量）  4ton 未満  4ton 以上

8ton 未満  8ton 以上

ペイロード [ton]  0～ 2 1～ 3 3～ 8 
巡航速度 [km/ｈ ]  200～ 250 
飛行時間 [ｈ ]  2.5  2.5～ 4.0 2.5～ 5.0
座席数 (P)＋  
人員 [名 ]  

(1)  ＋  
3～ 7 

(2)  ＋ 11～
14 

(2)  ＋ 24～
55 

担 架 搬 送 可 能 人 員

[最大人数 ]  0～ 2 4～ 6 10～ 24

必要離着陸面積  
[ｍ×ｍ ]  30×30 50×50 100×100

燃料消費量  小  中  大  
現有数 [機 ]  278 499 102 
 
 

輸送機材の移動速度、荷役時間と積載量は輸

送能力を表現する重要な項目である。この点で、

ヘリコプターの特徴は時速 200km を越える高

速で移動が可能ということになるが、その分燃

料消費量も大きく、飛行時間が短い点に注意が

必要である。また、有視界飛行方式が前提であ

るため天候に左右され、政令指定都市や都道府

県で配備が進められている消防・防災ヘリの運

航時間は日の出から日没までに制限されてい

る場合が多い。さらに、大型ヘリは人員、物資

の大量輸送に向いているが、広い離着陸帯が必

要となる。  
 

3．4．4 鉄 道 貨 物 輸 送 量  

東京圏において貨物輸送を行っている鉄道

ネットワークは、図 3-10 に示したように東北

本線、常磐線、高崎線（上越線）、総武線、中

央線、武蔵野線、山手線、東海道本線、京葉線

（外房線）、京葉臨海鉄道、神奈川臨海鉄道で

構成される。  
鉄道貨物駅の施設は、発着線、荷役線、コン

テナホーム、コンテナ留置ヤード、荷役施設、

そして貨物の取扱施設などが挙げられ、東京圏

にあるコンテナ貨物を取扱う各駅の状況をデ

ータベース化した。  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-10 関 東 、信 越 地 方 のコンテナ拠 点 駅  
 

さらに、 2000 年物流純流動 3 日間調査デ

ータを用いて、各地域から東京圏にあるコン

テナ拠点駅に到着した貨物量を OD 別（発着

地域、駅別）に解析、集計した。図 3-11 と

12 ではこの貨物量を、発送地域別、荷受け駅

別にまとめる。（ただし、梶ヶ谷駅での荷受

量は八王子 ORS での荷受量と合算して記載

した。）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-11 関 東 地 方 への地 域 別 発 送 量  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3-12 関 東 地 方 のコンテナ拠 点 駅 荷 受 け量  
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図 3-11 から、際だって大きな発送量を示す

地域はないが、中部、四国地方からの輸送量は

他の地域と比較すると小さい事が分かる。また、

図 3-12 から越谷、隅田川、東京ターミナルで

大きな荷受量を示し、この３駅で全体の７割程

度の荷受け量になる。 (なお、 12ft コンテナの

最大積み込み重量 5 トンである。 )  これらのデ

ータは 3.2（３）に示した「湧き出し」の基礎

データとして利用する。  
 

4．まとめと課 題  

 
新潟県中越地震、福岡西方沖地震など、大規

模な地震や多数の台風上陸等による災害が多

発している。大規模な自然災害の発生後は、救

援物資や資機材、人員などの輸送に関する問題

が起こり得る。今回実施した調査から、災害時

における輸送問題を正面から捉え、定量的に評

価するシステムや支援ツールの開発はなされ

ていなかった。発災後は被災状況の情報収集と

その共有化が、防災機関として第一義的になす

べき業務であり、この点については、GIS を応

用した様々な計画を通じて体制が整備されつ

つある。輸送は、情報収集により被災状況が把

握でき、はじめて解析に取り組める問題である。

本開発システムは各機関で整備が進められて

いる情報共有化システムで収集されるデータ

を有効活用し、さらに有益な情報を提供するシ

ステムとなる。  
本開発では、２章に記した現状調査の結果を

踏まえ、災害時輸送に資する支援ツールを開発

する。１つは「災害時輸送シミュレータ」であ

り、ユーザーが入力する任意の被災状況におい

て平等に物資を配送するシミュレーションが

行える。これより、輸送量の時間履歴が把握で

き、輸送体制の事前評価が可能となる。開発す

る２つ目のツールは「リアルタイム輸送支援ツ

ール」であり、動態管理システムを応用し、Ｇ

ＰＳを搭載した輸送機材の現在位置を常時把

握する。ある輸送要請が発生した場合には、こ

の現在位置を考慮して効率的な輸送が行える

輸送機材、経路などの組み合わせをランキング

形式で出力することが可能となる。また、補助

的ツールとして関東地方を対象とした鉄道路

線に、任意の途絶区間を設定し、発着地別に帰

宅困難者数を推計して物資需要量の把握を支

援する解析ツールも作製する。これらの解析ツ

ールは地理情報システムである災害時輸送対

応型 GIS に統合し、操作性や視認性、将来の拡

張性にも配慮する。  
現在は、ここで記述した各解析ツールの開

発作業を進めている。被災シナリオに基づく

災 害 時 輸 送 を 表 現 す る 上 で 必 要 不 可 欠 な 要

素、機能を取り込みつつも、実用的な解析、

計算時間を実現する必要が生じるため、これ

ら 相 反 す る 要 求 を 満 た す こ と が 大 き な 課 題

といえる。  
 

謝 辞 
 

本研究は国土交通省技術研究開発委託費（総合

政策局）により実施した。また、ここで報告した

システムは有識者からなる「緊急・代替輸送支援

システム開発委員会」のもと開発を進めており、

委員長の中林一樹 教授を始めとした委員の方々

から有益な情報、助言を承った。ここに感謝の意

を表す。 

 
参考文献 

 
1) 小谷通泰「阪神・淡路大震災における救

援物資の都市内輸送の実態と今後の課題」,  
阪神・淡路大震災調査研究論文集 ,  (1997),  
pp.509-514. 

2) 国土交通省北陸信越運輸局：「緊急時の輸送体

制の確立に向けて」,平成 18 年 3 月 
3) 社団法人全日本トラック協会：「新潟県中越地

震に係る緊急輸送対応の取りまとめ」,平成 17
年 3 月 

4) 井上隆司 :「政府レベルの防災情報共有プラッ

トフォームの構築 , 土木学会第 6 回地震災害

マネジメントセミナー「災害情報の共有化を考

える」」, (2005) 
5) 小松幸夫：「標準型市町村防災 GIS について」、

季刊消防科学と情報、No.80（2005.春号） 
6) 国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課：

「広域防災拠点ネットワークにおける広域輸

送拠点の確保方策に関する調査報告書」、平成

15 年 3 月 
7) 関東運輸局船舶部：「災害時緊急輸送にお

ける河川航行船の利用可能性調査報告書」、

平成 14 年 3 月  
8) 小林啓二、田中哮義：「災害時におけるヘ

リコプターの効率的な活用方法と必要な

運航支援体制のあり方（１）新潟県中越

地震におけるヘリコプター運航状況の調

査と分析」、自然災害科学、Vol.24, No.4,  
(2006),  pp.387-407

 

（492）




